
議案第７５号  

 

 

   調布市市民プラザあくろす条例の一部を改正する条例  

 

 

 上記の議案を提出する。  

 

 

  令和  ５  年１１月３０日  

 

 

               提出者  調布市長  長  友  貴  樹  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  

 コミュニティルームを設置するとともに所要の改正を行うため，提案する

ものであります。  



 

調布市条例第    号  

 

 

   調布市市民プラザあくろす条例の一部を改正する条例  

 

 

 調布市市民プラザあくろす条例（平成１７年調布市条例第１号）の一部を

次のように改正する。  

 

 

 第２条中第２項を第３項とし，第１項の次に次の１項を加える。  

２  市民活動支援センターに，コミュニティルームを置く。  

 第３条の次に次の１条を加える。  

（コミュニティルームの使用の目的）  

第３条の２  コミュニティルームは，地域活動への参加及び市民交流の促進

を目的とする場合に使用することができる。  

 第６条中「まで」を「まで（コミュニティルームにあっては，午前９時か

ら午後９時まで）」に改める。  

 第９条の次に次の３条を加える。  

（使用料）  

第９条の２  コミュニティルームの使用料（以下「使用料」という。）は，

次の表に定めるところによる。  

午前  午後１  午後２  夜間  全日  

９時～ 12時  １時～３時  ３時 30分～

５時 30分  

６時～９時  午前９時～

午後９時  

300円  200円  200円  400円  900円  

２  使用料は，使用の承認を受けたときに納付しなければならない。  

（使用料の減額又は免除）  

第９条の３  市長は，特別の理由があると認めたときは，使用料を減額し，

又は免除することができる。  

（使用料の不還付）  



 

第９条の４  既納の使用料は，還付しない。ただし，市長が特別の理由があ

ると認めたときは，その全部又は一部を還付することができる。  

 第１５条第１項中「あくろす」を「あくろす（コミュニティルームを除く｡)｣

に改める。  

 第１６条第１項中「使用者」を「使用者（コミュニティルームの使用者を

除く。）」に改める。  

 

 

   附  則  

 この条例は，令和６年４月１日から施行する。  


